
 

 

 

会員の行動規範 

 

制定：令和元年７月４日 

改正：令和４年３月８日 

全国農業協同組合中央会 

 

１ 趣旨 

「JAの基本的な取り組み・行動の方向」に基づき、組合員の営農・生活を支える持続可

能な経営基盤を確立・強化するため、会員自らがめざす姿ならびに経営点検および改善

活動を実践するにあたって遵守する事項の共通の自主的な経営管理に関する指針として

「会員の行動規範」を定める。 

 

２ 会員の行動規範 

  「会員の行動規範」は次のとおり定める。 

 

（１）めざす姿 

① 組合員等との徹底した対話を通じて、その意思反映と運営参画を図るとともに、

社会の変化を捉え、JA経営の持続可能性と成長性を確保するための経営戦略を策定

する。 

② 経営戦略の達成度を測る指標に基づく自己評価・分析を行い、戦略の見直し・実

践を継続的に行うための内部統制を構築する。 

 

（２）遵守する事項 

① 法令等違反を発生させないコンプライアンス態勢を構築していること 

② 内部管理態勢（内部統制・内部監査体制の確立ならびに実践）を構築しているこ

と 

③ 経営課題の早期発見と不断かつ迅速な経営改革を通じて、組合員の営農・生活継

続を支える持続可能な経営基盤を確立していること（会計監査人の監査報告書が適正

意見であること（もしくは同等の内容が確保されていること）を含む） 

 

（３）中央会・連合会等 

JAの不断の自己改革への取り組みや持続可能な経営のため、本会と連携して、支援

する。 

 



 

 

３ 改廃 

  この規程の改廃は、本会理事会で決定する。 

 

附則 この規程は、令和元年９月 30日より施行する。 

附則 この規程は、令和４年３月８日より施行する。 


